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§5.長寿命化修繕計画（横断歩道橋編） 

5-1 計画対象施設の現状 

5-1-1 対象施設（横断歩道橋）の概要 

本計画の対象横断歩道橋は、以下に示す 8 橋である。横断歩道橋は、8 橋の内 5 橋がいわき

市中央台地区に集中して設置されている。 

 

表 対象横断歩道橋一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 原木田歩道橋                 写真 にじの橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 ふれあい橋                  写真 飯野 1号歩道橋 

  

No. 施設名 路線名 道路種別 橋種 橋長(m)

1 松が台歩道橋 上･下湯長谷線 一級 鋼橋 17.2

2 好間小前歩道橋　 御台境町･北好間線 その他 鋼橋 15.5

3 原木田歩道橋 花畑町･相子島線 その他 鋼橋 15.4

4 にじの橋 荒神作･勝負作線 一級 鋼橋 37.9

5 ふれあい橋 荒神作･勝負作線 一級 PC橋 65.7

6 飯野１号歩道橋 荒神作･勝負作線 一級 PC橋 37.1

7 鹿島歩道橋 荒神作･勝負作線 一級 PC橋 37.9

8 飯野２号歩道橋 西作･大日作線 一級 PC橋 36.7
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橋種別割合

鋼橋

4橋(50%)
PC橋

4橋(50%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PC橋

鋼橋

全橋梁

橋長別割合

20m未満 20～30m未満 30～40m未満 40m～

63%

63%

25%

37%

37%

75%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在

10年後

20年後

30年後

経過年数別の割合

50年未満 50-100年未満 100年以上

0

1

2

3

1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1970- 1980- 1990- 2000- 2010-

建設年・橋種別横断歩道橋施設数

鋼橋 PC橋

（１）橋種別割合 

横断歩道橋の橋種は、鋼橋と PC 橋の

それぞれ 50％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）橋長別割合 

全橋梁の 63％（5 橋）が橋長 30m 以

上である。鋼橋では橋長 20m 未満が

75％（3 橋）と大半を占める一方、PC

橋は全ての橋梁が橋長 30m 以上である。 

 

 

 

 

 

（３）建設年割合 

1980年代から 1990 年代にかけて約 60％の横断歩道橋が建設されている。1980年代以降に建

設された横断歩道橋のほとんどが PC橋である。 

建設後 50 年を経過した横断歩道橋は、現時点で 37%（3橋）である。今後、高齢化が進み、

20 年後には 75％、30年後には全ての横断歩道橋が 50 年以上経過することになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75% 25% 

75% 25% 

13% 50% 37% 
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Ⅰ

0 施設
0%

Ⅱ

6 施設
75%

Ⅲ

2 施設
25%

Ⅳ

0 施設
0%

健全性別横断歩道橋数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

主構造(主桁･横桁)

主構造(床版等)

主構造(下部構造)

階段部 (注)

その他(高欄 ,排水等)

部材別健全性割合（全８施設）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

5-1-2 点検結果の整理 

（１）定期点検の概要 

いわき市では対象横断歩道橋に対して「横断歩道橋定期点検要領（平成 26 年 6月）」に基づ

き定期点検を実施し、横断歩道橋の健全性を確認している。定期点検は、対象施設の損傷状況

を把握し損傷の判定を行うために、近接目視を基本としながら、目的に応じて必要な点検機械・

器具を用いて実施している。 

 

（２）点検結果の把握 

定期点検の結果、健全性の判定区分Ⅳの緊急措置を講ずべき横断歩道橋は無く、健全性の判

定区分ⅡまたはⅢの横断歩道橋が全体を占めている。健全性の判定区分Ⅱと判定された横断歩

道橋は 75％（6施設）となっており、大部分の横断歩道橋で軽微な損傷に留まっていることか

ら、横断歩道橋としては健全な状態であるといえる。 

また、損傷部材別の健全性割合をみると、主構造は健全性Ⅱが大半を占めていることから、

健全な状態であるといえる。一方、階段部や高欄･排水等の副部材では健全性Ⅲが大半を占めて

おり、部材の劣化が進行していることが伺える。 

 

判定区分 

判定区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態． 

Ⅱ 予防保全段階 

構造物の機能に支障が生じていないが，予

防保全の観点から措置を講ずることが望ま

しい状態． 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があ

り，早期に措置を講ずべき状態． 

Ⅳ 緊急措置段階 

構造物の機能に支障が生じている，又は生

じる可能性が著しく高く，緊急に措置を講

ずべき状態． 

※横断歩道橋毎の健全性は、横断歩道橋の性能に影響を及ぼす主構造

に着目して、最も厳しい健全性の診断結果で代表させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注)階段部は、階段を有する３橋に対する割合を示す。 
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施設一覧表（横断歩道橋） 
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幹線道路に架かるトンネル等施設

施設種別 No 施設名 路線名 幹線道路 路線番号

トンネル 1 三崎トンネル 迎・網取線

トンネル 2 大沢トンネル 榎株・大沢線

トンネル 3 江名トンネル 四倉・永崎線

トンネル 4 三沢トンネル 関船・三沢線 〇 040645

トンネル 5 八仙トンネル 下浅貝・亀ノ尾線

トンネル 6 湯本トンネル 上荒川・台山線 〇 150051

トンネル 7 不動山トンネル 白水・高野線 〇 150057

トンネル 8 末続トンネル 上長沢２号線

トンネル 9 堀坂トンネル 内郷・平線 〇 150054

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 1 高坂（アンダーパス） 八反田・四方木田線 〇 050414

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 2 玉露（アンダーパス） 渚・滝尻線 〇 150106

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 3 滝ノ沢第１ 泉・黒須野線

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 4 滝ノ沢第２ 泉・黒須野線

横断歩道橋 1 松が台歩道橋 上・下湯長谷線 〇 150067

横断歩道橋 2 好間小前歩道橋　 御台境町・北好間線 〇 050388

横断歩道橋 3 原木田歩道橋 花畑町・相子島線 〇 021573

横断歩道橋 4 にじの橋 荒神作・勝負作 〇 150047

横断歩道橋 5 ふれあい橋 荒神作・勝負作線 〇 150047

横断歩道橋 6 飯野１号歩道橋 荒神作・勝負作線 〇 150047

横断歩道橋 7 鹿島歩道橋 荒神作・勝負作線 〇 150047

横断歩道橋 8 飯野２号歩道橋 西作・大日作線 〇 150048

門型標識 1 小名浜-02-7 渚・滝尻線 〇 150106

門型標識 2 勿来-03-20 東田町・佐糠町線 〇 031103

門型標識 3 勿来-03-21 東田町・佐糠町線 〇 031103

門型標識 4 勿来-03-22 東田町・佐糠町線 〇 031103

門型標識 5 勿来-03-23 東田町・佐糠町線 〇 031103

門型標識 6 6 八仙１号線

門型標識 7 7 八仙１号線

門型標識 8 内郷-05-17 御台境町・北好間線 〇 050388

門型標識 9 9 平北部３９号線

門型標識 10 10 平北部３９号線

門型標識 11 11 城東二丁目・禰宜町線

門型標識 12 12 城東二丁目・禰宜町線

門型標識 13 13 下浅貝・亀ノ尾線

門型標識 14 14 下浅貝・亀ノ尾線

5-2 路線の重要性の評価 

5-2-1 計画対象施設の路線状況 

計画対象施設の路線状況（幹線道路・緊急輸送路・通学路・バス路線等への該当）を以下に

示す。 
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幹線道路一覧 
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緊急輸送路・通学路・バス路線等一覧 
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重要度に関する指標

②被害波及性
補修難易度

①利用性
③構造性
耐久性

5-2-2 路線の重要性の評価（諸元重要度） 

維持管理を行っていく上では、予算の平準化とコスト縮減を考慮しなければならないため、

補修等の優先順位を設定する必要がある。優先順位設定の指標のひとつとして、施設の立地条

件や橋長、利用者への影響等を評価した「諸元重要度」を用いる。 

 

(１) 諸元重要度の設定 

諸元重要度は次頁に示す諸元項目毎の重み係数と評価項目毎の評点を設定し、加重平均によ

り諸元重要度を 100 点満点で算出する。橋梁と同様の考え方に基づき、緊急輸送路・幹線道路

等の路線利用状況「①利用性」、施設の交差状況「②被害波及性、補修難易度」及び施設の構

造状況「③構造性、耐久性」の指標を用いる。 
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重み 評価項目 評点
0.40

人口集中 区域内 100
地区(DID) 区域外 0
迂回路 無し 100
の有無 有り 0

緊急輸送路 100
幹線+バス+通学 100
幹線+バス 99

幹線+通学 81
バス+通学 20
幹線道路 80
バス路線 19
通学路 1
その他 0

0.50
鉄道 100
道路(緊急輸送路) 100
道路(その他) 95
その他 45

0.10

50m≦L＜30m 100

30m≦L＜50m 95

10m≦L＜30m 90

15m＜L＜10m 30
～S53道示 100

0.03 S55道示～H2道示 50
H6道示～ 20

　橋長 0.07

　適用示方書

0.34

 被害波及性,補修難易度

　交差状況 0.50

 構造性、耐久性

　路線利用状況

緊急輸送路

幹線道路

バス路線

通学路

諸元項目
 利用性

　沿道状況 0.01

　代替性 0.05

(２) 諸元重要度の項目と重み 

本計画では、「利用性」と「被害波及性、補修難易度」の路線の利用状況に即した重みを設

定した。重み付けでは、緊急輸送路・幹線道路等の「①利用性：路線利用状況」及び鉄道等へ

の「②被害波及性、補修難易度：交差状況」を重視して設定した。 

 

路線利用状況では、緊急輸送路や幹線道路、バス路線等組合せも考えられるため、利用状況

に応じて評点を分けた。 

交差状況では、鉄道、道路（緊急輸送路、その他）、その他で区分した。 

構造性，耐久性では、橋長は 10m 未満とそれ以上を明確に区分した。適用示方書は耐震基準

が大きく変更された昭和 55 年制定道路橋示方書、活荷重の基準が変更された平成 6 年改訂道路

橋示方書を基準として区分した。 
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重み 評価項目 評点
0.40

人口集中 区域内 100
地区(DID) 区域外 0
迂回路 無し 100
の有無 有り 0

緊急輸送路 100
幹線+バス+通学 100
幹線+バス 99
幹線+通学 81
バス+通学 20
幹線道路 80
バス路線 19
通学路 1
その他 0

0.50
鉄道 100
道路(緊急輸送路) 100
道路(その他) 95
その他 45

0.10

50m≦L＜30m 100

30m≦L＜50m 95

10m≦L＜30m 90

15m＜L＜10m 30
0.03 ～S53道示 100
0.02 S55道示～H2道示 50

H6道示～ 20
0.00 パイルベント橋脚 100
0.01 その他 0

 構造性、耐久性

　橋長 0.07

　適用示方書

　下部工形式 躯体構造形式

　路線利用状況

緊急輸送路

幹線道路

バス路線

通学路

0.34

 被害波及性,補修難易度

　交差状況 0.50

諸元項目
 利用性

　沿道状況 0.01

　代替性 0.05

参考資料：車道橋と横断歩道橋の諸元重要度配点の対比 

・車道橋の諸元重要度の考え方に準じて、横断歩道橋の諸元重要度を設定した。 

（赤字箇所は、車道橋の評価項目の見直し箇所を示す。） 

・横断歩道橋ではパイルベント橋脚が存在しないことから、下部工形式の評価を省略する。 
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0.40 0.50 0.10 1.00

順位 横断歩道橋名 橋長(m) 示方書 DID 迂回路 緊急輸送路 幹線道路 物流道路 地域防災計画 通学路 ﾊﾞｽ路線

1 松が台歩道橋 17.2 S39 ○ 有 二次 ○ ○ ○ 1 1.00   -    1 34.00  -    -    -    -    -    -    -    35.00  -    1 50.00  -    -    50.00  -    -    1 6.30   -    1 3.00   -    -    -    9.30   94.30  
2 好間小前歩道橋　 15.5 S39 有 ○ ○ ○ -    -    -    1 34.00  -    -    -    -    -    -    34.00  -    -    1 47.50  -    47.50  -    -    1 6.30   -    1 3.00   -    -    -    9.30   90.80  
3 にじの橋 37.9 S53 ○ 有 ○ 1 1.00   -    -    -    -    -    -    1 27.20  -    -    28.20  -    -    1 47.50  -    47.50  -    1 6.65   -    -    1 3.00   -    -    -    9.65   85.35  
3 飯野１号歩道橋 37.1 S53 ○ 有 ○ 1 1.00   -    -    -    -    -    -    1 27.20  -    -    28.20  -    -    1 47.50  -    47.50  -    1 6.65   -    -    1 3.00   -    -    -    9.65   85.35  

3 飯野２号歩道橋 36.7 S53 ○ 有 ○ 1 1.00   -    -    -    -    -    -    1 27.20  -    -    28.20  -    -    1 47.50  -    47.50  -    1 6.65   -    -    1 3.00   -    -    -    9.65   85.35  
6 原木田歩道橋 15.4 S39 ○ 有 ○ 1 1.00   -    -    -    -    -    -    1 27.20  -    -    28.20  -    -    1 47.50  -    47.50  -    -    1 6.30   -    1 3.00   -    -    -    9.30   85.00  
7 鹿島歩道橋 37.9 S53 有 ○ -    -    -    -    -    -    -    1 27.20  -    -    27.20  -    -    1 47.50  -    47.50  -    1 6.65   -    -    1 3.00   -    -    -    9.65   84.35  
8 ふれあい橋 65.7 H2 ○ 有 ○ 1 1.00   -    -    -    -    -    -    1 27.20  -    -    28.20  -    -    1 47.50  -    47.50  1 7.00   -    -    -    -    1 1.50   -    -    8.50   84.20  

構造性 合計
下部工形式

0.00

ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ橋脚

100 100

横断歩道橋（重要度順位）

50 20

L＜10m

30

0.07

橋長

0.03

示方書

災害
波及性

100 95

路線利用状況

100 99

利用性
交差状況DID

100 100

迂回路

0.05

区域内 無し ～S53道路(緊急輸送路)

1

0.34

100

緊急輸送路 幹線+ﾊﾞｽ+通学 幹線+ﾊﾞｽ 幹線+通学 ﾊﾞｽ+通学

45

0.50

100100 95 90

S55～H2 H6～

0.01

81 20 80 19

道路 その他 50m≦L 30m≦L＜50m 10m≦L＜30m幹線 ﾊﾞｽ 通学 鉄道

被害波及性

沿道状況 代替性 路線利用状況 交差状況 橋長 適用示方書 下部工形式

1 松が台歩道橋 1.00 0.00 34.00 50.00 6.30 3.00 ─  94.30

2 好間小前歩道橋　 0.00 0.00 34.00 47.50 6.30 3.00 ─  90.80

3 にじの橋 1.00 0.00 27.20 47.50 6.65 3.00 ─  85.35

3 飯野１号歩道橋 1.00 0.00 27.20 47.50 6.65 3.00 ─  85.35

3 飯野２号歩道橋 1.00 0.00 27.20 47.50 6.65 3.00 ─  85.35

6 原木田歩道橋 1.00 0.00 27.20 47.50 6.30 3.00 ─  85.00

7 鹿島歩道橋 0.00 0.00 27.20 47.50 6.65 3.00 ─  84.35

8 ふれあい橋 1.00 0.00 27.20 47.50 7.00 1.50 ─  84.20

順位 横断歩道橋名
利用性 構造性、耐久性

合計

(３) 諸元重要度順位 

横断歩道橋の諸元重要度順位を下表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 諸元重要度計算結果 

【採用ケース】 

 ・横断歩道橋ではパイルベント橋脚が存在しないことから、下部工形式の評価を省略する。 
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5-3 維持管理方針 

いわき市で管理している、道路構造物（トンネル、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識）

の施設数が少なく、管理が比較的容易であることから「予防保全型維持管理」を基本として、

施設の長寿命化及び維持管理コストの縮減を目指すものである。 

    また、維持管理費の削減を図るため、点検結果や代替機能の有無、利用状況などを踏まえ、

横断歩道橋の集約・撤去について検討を行う。 

 

 

健全性としては、予防保全段階での維持管理を目指し、現状と同程度の健全性を確保してい

くこととする。 

 

健全性 

判定区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態． 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが，予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態． 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり，早期に

措置を講ずべき状態． 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている，又は生じる可能

性が著しく高く，緊急に措置を講ずべき状態． 
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部 材 劣化機構

鋼橋
主桁 防食機能の劣化

      床版 架設環境にかかわらず疲労

      
橋

主桁 中性化（海岸からの距離が0.2km以内は塩害）

床版 架設環境にかかわらず疲労

共通

下部工（鋼） 防食機能の劣化

下部工（RC） 中性化（海岸からの距離が0.2km以内は塩害）

支承 経年劣化

伸縮装置 経年劣化

舗装 経年劣化

5-4 健全度の設定方法 

健全度とは、点検結果をもとに橋梁の部材の健全性を表す指標である。健全度は、部材を劣

化・損傷させる劣化機構ごとに設定する。 

 

5-4-1 劣化機構の設定 

橋梁を含めた過年度点検時の損傷状況から、いわき市の橋梁における主たる劣化機構を下表

のとおり設定する。 
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健全度ﾗﾝｸ

潜伏期

進展期

加速期前期

加速期後期

劣化期

経年

Ⅳ

健全性

の診断

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

（健全な状態）

（劣化が顕

  著な状態）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

健全度ランク

「健全度ランク」と

「健全性の診断」の対応

健全度ランク 健全性の診断

Ａ 潜伏期 Ⅰ 健全

Ｂ 進展期 Ⅱ 予防保全段階

Ｃ 加速期前期
Ⅲ 早期措置段階

Ｄ 加速期後期

Ｅ 劣化期 Ⅳ 緊急措置段階

5-4-2 健全度ランクの設定 

部材ごとの劣化予測を行うため、健全度を設定する。健全度のランクは、良好な状態から潜

伏期、進展期、加速期前期、加速期後期、劣化期の５段階で設定する。 

健全度は、経過年数にしたがって徐々に低下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「健全度ランク」と「健全性の診断」の対応 

平成27年度以降から実施してきた定期点検結果は健全性をⅠ～Ⅳの4段階で診断を行ってい

る。さらに健全度を細分化するため、定期点検要領の「健全性の診断」と「対策区分の判定」

を参考に、「健全度ランク」と「健全性の診断」の対応を下表のとおり設定する。（Ⅲ判定を

細分化して、A～Eの５段階評価とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

加速期に入ると、急

速に劣化が進む 
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5-5 劣化予測方法 

計画的な維持管理を行うためには、いつ、どの部材が、どの程度損傷するかを予測し、健全

度を設定したうえで対策を検討する必要がある。そこで、将来、部材に生じる損傷を予測する

劣化予測モデル設定する。 

 

5-5-1 劣化予測モデル（劣化曲線）の設定  

各部材の劣化機構ごとに劣化曲線を設定する。劣化曲線の各健全度の滞留年数は、以下の文

献に記載の劣化予測年数等を参考として設定する。劣化曲線は一次曲線の集合体とする。 

 

防食機能の劣化（架設環境別） 

「鋼橋のライフサイクルコスト」 (社)日本橋梁建設協会 

「道路橋の計画的管理に関する調査研究」 国土技術政策総合研究所資料 第 523 号 2009 年 3 月 

 

疲労（示方書別） 

「道路橋床版」 松井繁之 森北出版 

「道路橋の計画的管理に関する調査研究」 国土技術政策総合研究所資料 第 523 号 2009 年 3 月 

 

塩害（示方書別・海岸からの距離別） 

「道路橋の計画的管理に関する調査研究」 国土技術政策総合研究所資料 第 523 号 2009 年 3 月 

  

中性化（架設環境別） 

「コンクリート橋標準示方書[維持管理編]」 (社)土木学会  

「道路橋の計画的管理に関する調査研究」 国土技術政策総合研究所資料 第 523 号 2009 年 3 月 
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1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

橋齢(年)

部
材
健
全
度

点検時

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

健
全
度
ラ
ン
ク

管理レベル

計画開始時

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

橋齢(年)

部
材
健
全
度

点検時

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

健
全
度
ラ
ン
ク

管理レベル

計画開始時

5-5-2 劣化予測方法 

劣化予測の流れを以下に示す。 

 

・各部材の劣化機構ごとに劣化曲線を設定する。 

・管理レベルに到達した時に対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計画開始点の健全度が管理レベルを下回っている場合は、この時点で対策を実施する。 

・計画開始点の健全度が管理レベルを上回っている場合、管理レベルに到達した時に対策を

実施する。 
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健全性の診断 健全度ランク 評点

Ⅰ 健全 Ａ 潜伏期 0

Ⅱ 予防保全段階 Ｂ 進展期 10

Ⅲ 早期措置段階
Ｃ 加速期前期 20

Ｄ 加速期後期 40

Ⅳ 緊急措置段階 Ｅ 劣化期 80

部材
重み係数

耐荷性 災害抵抗性 走行安全性

上部工主部材 1.0 0.4 0.2

床 版 0.6 0.2 1.0

下 部 工 0.2 1.0 ---

支 承 0.2 0.8 0.2

5-6 事業優先順位の設定 

対策を行う施設の優先順位は、先に設定した「諸元重要度」と「健全度評価値（総合評価指

標）」より設定する。 

 

5-6-1 健全度評価の設定 

点検結果に基づき、各部材の健全度ランク、各部材の重み係数を考慮して、橋梁全体の健全

度（耐荷性、災害抵抗性、走行安全性）を算出する。 

 

(１) 健全度の評点化 

点検結果（Ⅰ～Ⅳ判定）を、A～Eの健全度ランクに当てはめ評点化を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 損傷度評価値の算出 

国総研資料 第 776 号 付録 道路橋の総合評価指標を基に、評価性能（耐荷性、災害抵抗性、

走行安全性）に応じて、部材が橋梁全体に与える影響を加味した重み係数を設定し、計算対象

径間の損傷度評価値を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考資料：国総研資料 第 776 号 付録 道路橋の総合評価指標） 

 

       耐荷性  ：走行荷重(重量車両）に対する安全性 

       災害抵抗性：地震時や洪水等の荷重に対する安全性 

       走行安全性：通常の車両の走行に対する安全性 

       損傷度が 100 を超える場合、損傷度評価値は 100として取り扱う。 
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(３) 橋梁全体損傷度評価値の算出 

各径間ごとに算出された損傷度評価値から、橋梁全体の損傷度評価値を算出する。 

各径間の最大値を橋梁全体の損傷度評価値とし、評価性能ごとに設定する。 

 

 

(４) 健全度評価値（総合評価指標）の算出 

健全度評価値（総合評価指標）は、100 から損傷度評価値を引いて算出する。 

各横断歩道橋の健全度評価値（総合評価指標）は、「耐荷性」、「災害抵抗性」、「走行安

全性」の最悪値（最小値）とする。 

 

 

(５) 損傷度評価指標の計算例 

各部材の健全度 

  上部工：Ｂ(10)  床版：Ｃ(20)  下部工：Ｃ(20)  支承：Ａ(0) 

 

損傷度評価値（損傷度が 100 を超える場合は 100として取り扱う。） 

  耐 荷 性 = 10×1.0 + 20×0.6 + 20×0.2 + 0×0.2 = 26.0 

  災害抵抗性 = 10×0.4 + 20×0.2 + 20×1.0 + 0×0.8 = 28.0 

  走行安全性 = 10×0.2 + 20×1.0 + 20×0.0 + 0×0.2 = 22.0 

 

各径間ごとの損傷度評価値 

損傷度評価値 
径間 

耐荷性 災害抵抗性 走行安全性 

１径間目 26.0 28.0 22.0 

２径間目 30.0 30.0 14.0 

 

橋梁全体の損傷度評価値 

損傷度評価値 
耐荷性 災害抵抗性 走行安全性 

30.0 30.0 22.0 

 

総合評価指標 

総合評価指標 
（100－損傷度評価値） 

耐荷性 災害抵抗性 走行安全性 

70.0 70.0 78.0 

 

 

健全度評価値（総合評価指標） ＝ 70.0 
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重要度（諸元重要度）
（高 低）

100≧ 評価値 ≧60 60＞ 評価値 ≧30 30＞ 評価値

（
低

高
）

（
総
合
評
価
指
標
）

健
全
性

評価値 ＜30 １ 3 4

30≦ 評価値 ＜60 2 ５ 8

60≦ 評価値 ≦100 6 7 ９

5-6-2 優先順位の設定 

優先順位の設定は、「重要度（諸元重要度）」と「健全性（総合評価指標）」の２軸で設定

し、各指標を３つの区分に分類、９つのカテゴリに分類し、優先順位を設定する。 

 

【優先順位設定指標】 

 

 

 

 

 

 

 

※同順位内に、複数の橋梁が存在する場合は、優先係数（重要度/健全性）の大き

い順で優先順位を設定する。 

 

 

上記の優先度順位設定指標は、いわき市で管理数が最も多い橋梁に重きを置いて設定された

ものである。横断歩道橋も、橋梁と同じ道路構造物のひとつであるため、橋梁で使用している

優先順位設定指標を用いることとする。 

 

（注意事項） 

・上記の優先順位設定指標は、以下の方針で設定されたものである。 

・重要度が高く、維持管理水準も高くなるＡ橋梁（緊急輸送路上の橋梁等の予防保全型維持

管理１に属する橋梁）で構成される諸元重要度 60以上の範囲の優先度を高く設定する。 

・30 以上 60 未満の範囲はＢ橋梁（Ａ橋梁を除く、迂回路がない橋梁や橋長 10m 以上の橋梁

などで、予防保全型維持管理２に属する橋梁）が主体となるため、優先順位を中位と設定

する。 

・諸元重要度 30未満は、維持管理水準の低いＣ橋梁（Ａ及びＢ橋梁以外で、事後保全型維持

管理に属する橋梁）が主体となるため、優先度を低く設定する。 
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5-7 事業費の予測 

5-7-1 計画期間 

事業費予測の計画期間は、50 年間とする。 

ここで、定期点検のサイクルは 5年に一度とする。 

 

5-7-2 事業費の設定 

(１) 維持管理に係る事業費  

・維持管理に係る事業費は、次式により算出する。 

（修繕費では、主部材は劣化予測に基づく補修費用を計上することとし、支承、伸縮装置、

橋面工（舗装、高欄）は定期取替えとして補修費用を計上する。） 

維持管理費 ＝ 修繕費 ＋ 定期点検費 (＋ 架替費) 

 

(２) 補修工法及び単価 

・補修工法は、部材ごと、健全度ランクごとに設定する。 

・補修単価は、いわき市での施工実績を参考とした単価とする。 

・定期点検費は、いわき市での点検実績を参考に 700千円/橋 とする。(5年に一度計上する。) 

 

《補修工法設定例：防食機能の劣化》 

健全度 工法 
単価 

(千円/m2) 
補修範囲 補修割合 

Ａ ── ── ──  

Ｂ 

3種ケレン 3 塗装面積 0.2 

ふっ素樹脂塗料 4 塗装面積 0.2 

足場工 20 橋面積 1.0 

Ｃ 

3種ケレン 3 塗装面積 1.0 

ふっ素樹脂塗料 4 塗装面積 1.0 

足場工 20 橋面積 1.0 

Ｄ 

3種ケレン 3 塗装面積 1.0 

ふっ素樹脂塗料 4 塗装面積 1.0 

当て板補強 240 塗装面積 0.01 

足場工 20 橋面積 1.0 

Ｅ 

3種ケレン 3 塗装面積 1.0 

ふっ素樹脂塗料 4 塗装面積 1.0 

当て板補強 240 塗装面積 0.05 

足場工 20 橋面積 1.0 

 

(３) 修繕費の算出 

・修繕費は、部材、補修範囲、補修割合等でそれぞれ異なりますので、設定された補修工法

別に次式により算出する。 

修繕費 ＝ 補修単価 × 補修範囲数量 × 補修割合 
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ｔ1 ｔ2 ｔ3 ｔ4 ｔ5 ｔ6

予算配分

計算前

予算額

　年の

 計算

予算額
ｔ1

（先送り）

　年の

 計算

（先送り）

　年の

 計算

（先送り）

予算額

予算額
　年の

 計算

予算額

　年の

 計算

（前倒し）

予算額

　年の

 計算

（処理なし）

予算額

（処理なし）

（先送り）

予算額

予算平準化イメージ図

ｔ1 ｔ2 ｔ3 ｔ4 ｔ5 ｔ6

ｔ1 ｔ2 ｔ3 ｔ4 ｔ5 ｔ6

ｔ1 ｔ2 ｔ3 ｔ4 ｔ5 ｔ6

ｔ1 ｔ2 ｔ3 ｔ4 ｔ5 ｔ6

ｔ1 ｔ2 ｔ3 ｔ4 ｔ5 ｔ6

ｔ1 ｔ2 ｔ3 ｔ4 ｔ5 ｔ6

ｔ1 ｔ2 ｔ3 ｔ4 ｔ5 ｔ6

ｔ2

ｔ3

ｔ4

ｔ5

ｔ6

　年の

 計算

ｔ3

5-8 事業費平準化の考え方 

事業費の平準化（予算制約）を行う方法は、計算年の対策費用の総額が予算額を超過する場

合、優先順位の高い橋梁順に対策を決定し、検討年度の事業費を決定する。逆に、計算年の予

算が余剰する場合は、次年度以降に予定されている対策で、計算対象年の予算額に収まるもの

を前倒しして対策を決定し、検討年度の事業費を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 159 - 

 

5-9 長寿命化修繕計画の効果 

5-9-1 事業費予測結果 

(１) 予算平準化前の事業費予測 

横断歩道橋の事業費予測結果（予算平準化前）を以下のグラフに示す。 

本グラフは予防保全型の単年事業費と累計事業費の推移を示したものである。劣化予測に基

づき将来事業費を算出しているため、年度ごとで必要となる事業費は、ゼロから２億４千万円

とバラつきが生じ、計画期間（50年間）の事業費は合計 12 億 2千万円となる。 

実際に維持管理を行う事業費は限られていることから、本計画をより実効性のあるものとし

ていくために予算制約を設け、事業費の平準化を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

横断歩道橋の予測（50年間・平準化なし） 
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(２) 事業費制約検討結果 

横断歩道橋の維持管理において、予算制約を設けて事業費の平準化を行った場合、全体的な

健全性の低下が懸念される。このため、予算の制約は横断歩道橋の計画期間の平均健全度が現

時点より低下傾向が生じない額にて設定する。 

複数パターンの予算で検討した結果、年間予算 ２千万円とした場合に健全度が、ほぼ横ばい

に維持できる結果（対策前健全度 4.683 → 計画期間の平均健全度 4.811）となる。なお、年

間予算を １千万円に減じた場合、健全度は徐々に低下することが確認された。 

 

事業費 ２千万円/年として、事業費の平準化を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

横断歩道橋の平均健全度の推移予測（50年間） 

不健全 

健全 
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5-9-2 長寿命化修繕計画の効果 

「年間費用制約 無し」と「制約２千万円/年」の単年事業費推移及び累計事業費の予測結果

を以下のグラフに示す。制約２千万円/年として計画的に維持管理を行うことで、現状と同程度

の健全度を維持することができ、計画期間 50 年間の累計で 22.4%の事業費縮減が見込める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

横断歩道橋の予測まとめ（50年間・平準化） 
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重要度（諸元重要度）
（高 低）

100≧ 評価値 ≧60 60＞ 評価値 ≧30 30＞ 評価値

（
低

高
）

（
総
合
評
価
指
標
）

健
全
性

評価値 ＜30 １ 3 4

30≦ 評価値 ＜60 2 ５ 8

60≦ 評価値 ≦100 6 7 ９

グループ 順位 横断歩道橋名 重要度 健全性 優先係数

2 第 1 位 松が台歩道橋 94.30 56.0 1.684

6 第 2 位 好間小前歩道橋　 90.80 86.0 1.056

6 第 3 位 鹿島歩道橋 84.35 90.0 0.937

6 第 4 位 ふれあい橋 84.20 90.0 0.936

6 第 5 位 にじの橋 85.35 100.0 0.854

6 第 5 位 飯野１号歩道橋 85.35 100.0 0.854

6 第 5 位 飯野２号歩道橋 85.35 100.0 0.854

6 第 8 位 原木田歩道橋 85.00 100.0 0.850

5-10 修繕実施の優先順位 

事業を行うにあたり、横断歩道橋（８橋）の優先順位（案）を以下に示す。 

優先順位の設定には、優先順位設定指標を用いる。 

 

【優先順位設定指標】 

 

 

 

 

 

 

 

※同順位内に、複数の橋梁が存在する場合は、優先係数（重要度/健全性）の大き

い順で優先順位を設定する。 

 

 

修繕実施の優先順位（案）：横断歩道橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


